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④高校生のためのオープンクラス（授業公開） 

  （夏）７月中旬～下旬 12科目（27コマ） 参加者51名（延べ52名） 

  （冬）12月下旬～１月上旬 11科目（18コマ） 参加者72名（延べ94名） 

⑤高校教員向け入試説明会 

  ５月31日開催、約50名参加 

⑥進学12校進路指導担当教員との意見交換会 

  ９月20日開催 

⑦本学教員による高校訪問数 

  ６月、３月に訪問、延べ62校（県内46校、県外16校） 

⑧保護者と高校教員のための看護職キャリアデザインサポート講座 

  ８月17日開催 参加者14名（保護者11名、高校教員３名） 

 

（関連項目 21103） 

21102 ＜適切な選抜の実施＞ 

継続して、入試方法と入学後の成

績、休退学の状況など様々な観点か

ら本学の入学選抜方法の点検を行

う。その際、点検方法の確立に向け

て検討を行い、入学から卒業時まで

継続、蓄積したデータを分析・評価

し、アドミッション・ポリシー＊の

見直しを踏まえて、入学試験の改革

に活用する。 

平成27年度入試から導入したセンター試験利用の推薦入試である特別入試・地域推薦入試

Ｃで入学した学生と、学力試験として英語のみを課す特別入試・地域推薦入試Ｂで入学した

学生の入学後の成績について、他の選抜方法で入学した学生の入学後成績とを比較した。 

 ２年生前期までの累計ＧＰＡ＊の平均値について、地域推薦入試Ａ（27名）：2.57、一般入

試前期日程（52名）：2.63、一般入試後期日程（14名）：2.42であったのに対して、地域推薦

入試Ｃ（５名）：2.57、地域推薦入試Ｂ（４名）：2.41であり、統計的な有意差はなかった。

また、地域推薦入試Ｂ・Ｃの入学者については、現時点で休退学者・留年者は出ていない。

このことから、多様な入学者選抜方法により適切に入学者の選抜ができていると考えられる

が、入学２年前期までの評価であり、卒業まで継続して点検していく必要がある。 

 アドミッション・ポリシー＊の改正と並行して、県内高校生受け入れの拡充を図るために、

入学者選抜方法の改革を行い、平成30年度以降新たに３種類の入学者選抜を実施することと

した。 

 

【平成30年度入試から実施】 

①東紀州地域の高等学校を対象とした特別入試・指定校特別枠推薦入試（定員：２名） 

②一般入試・前期日程の中で県内高校生を対象とした地域枠入試（５名） 

【平成31年度入試から実施】 

③県内高等学校を対象とした特別入試・指定校推薦入試（３名） 

いずれも学力を担保しながら、看護職者としての適性を踏まえた入学者選抜方法として実

施を予定しており、継続的に入学者選抜方法と入学後の成績について点検していく。 

公立大学であることや地域の特徴を念頭に入れ
た特色ある選抜方法を工夫して行っており、県内高
校生の受け入れ拡充に向けての努力は評価される。          
近年入試を取り巻く環境の変化は著しいことから、
大学の理念にあった入学生獲得に向け、データ分析
等をより積極的に行うなど、今後も油断することな
く、謙虚な姿勢を堅持し、継続した努力を期待する。 



4 
 

4 
 

21103 ＜高等学校との連携＞ 

高大接続事業評価委員会の評価

結果を踏まえ、本学を志す優秀な学

生を確保できるよう、県教育委員会

や県内高等学校、県内医療機関と連

携、協力して、高大接続事業を実施

する。 

【高等学校との連携】 

 看護職者を志す高校生が、自分自身の意志で進路選択できるよう、厳しい部分も含めて看

護職の仕事内容を正しく伝えるため、平成26年９月から文部科学省の補助を受けて、大学教

育再生加速プログラム＊「高大接続事業」に取り組んでいる。平成 28 年度は、高校生のため

の看護職キャリアデザイン講座＊（ステップ１・ステップ２）やオープンクラス（授業公開）

を実施するとともに、高校生の進路選択に関して影響力が大きい保護者や高校教員にも本学

の教育方針や看護職の現状を認識してもらえるよう保護者、高校教員を対象としたキャリア

デザインサポート講座を初開催した。また、高校生に自分の進路を考えてもらう機会となる

よう、オープンキャンパス＊で事務局職員も参加し未来面談＊（インタビュー）を実施した。 

 

①高校生のための看護職キャリアデザイン講座＊ 出前授業（ステップ１） 

  ４月～７月に開催、訪問高校22校、参加者632名  

②高校生のための看護職キャリアデザイン講座＊ 一日みかんだい生（ステップ２）  

  ８月（３日間）に本学で開催、参加高校26校、参加者105名 

③高校生のためのオープンクラス（授業公開） 

  （夏）７月中旬～下旬、12科目（27コマ）、51名参加（延べ52名） 

  （冬）12月下旬～1月上旬、11科目（18コマ）、72名（延べ94名） 

④保護者と高校教員のための看護職キャリアデザインサポート講座 

  ８月17日開催、参加者14名（保護者11名、高校教員３名） 

⑤未来面談＊（インタビュー） 

  ７月31日（オープンキャンパス＊の中で開催） 参加者28名 

 

【入学準備教育】 

 推薦入試で、早い時期に本学への進学を決定した入学予定者に対しては、保護者にも参加

いただき「三重の保健医療を支える未来の看護職者育成プログラム交流会」を開催し、看護

職の現状や仕事の内容などを説明した。また、将来の自分の働く姿をイメージすることで、

看護職者としての職業観形成や入学後の学修の質向上につながるよう、県内の医療機関から

直接話を聞く機会を設けた。さらに、入学後の円滑な学修の開始を支援するため、インター

ネットを活用した入学準備教育を継続して実施した。なお、４月に実施した新入生学力試験

において、入学準備教育を受講した学生（推薦入試）と一般学生（一般入試）を比較したと

ころ、化学については有意差は認められなかったが、生物については、入学準備教育を受講

した学生の方が点数が高い有意差が認められ、一定の成果が出ている。 

 

⑥三重の保健医療を支える未来の看護職者育成プログラム交流会 

  12月10日 推薦A・B合格者30名とその保護者 

本学はこれまで県の教育委員会や各高等学校に
直接出向き、高大連携高大接続を早い時期から積極
的に進めてきたこと、そして大学教育再生加速プロ
グラムに高大接続事業が採択され、全国でも先駆的
に進められ、一定の成果を出していることは評価さ
れる。今後も気を緩めることなく、前年度までの努
力を堅持し、県内高校との連携、保護者や教員との
交流を継続していただき、受け入れ先である医療機
関との連携体制も強化していただきたい。 
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価方法となるように努めている。科目の満足度の設問では講義科目全体の平均値（４点法）

は、前期3.32（平成27年度3.34）、後期3.37（同3.33）であった。実習科目全体の平均値

（５点法）は、前期4.31（同4.47）、後期4.15（同4.32）であり、平成27年度と同水準の

高い評価を得ていた。科目ごとの結果は担当教員にフィードバックして授業改善に活用する

こととし、全体の評価結果については学内ホームページに掲載し、学生にも公表した。 

③継続して実施している「教員相互の授業点検評価」については、ディプロマ・ポリシー＊

においての各授業の位置づけ（どのような能力を身に付けるための科目か）を評価の視点に

定め、評価の視点を組み入れた新たな評価用紙を作成した。それにより評価の客観性が担保

できると考え、従来、１名の被点検評価者に対して２名の点検評価者としていたものを、平

成28年度から１名の教員で授業点検を行うことに変更した。 

 

〔補足資料：平成28年度前期・後期「学生による授業評価」集計結果（講義、演習科目）〕 

 

21202 ＜研修会等の開催＞ 

ＦＤ＊活動を推進するため、教

育・授業方法の相互研修等を引き続

き開催する。 

ＦＤ＊活動として、①研究・教育コロキウム＊を年３回、②ＦＤ＊研修会を年１回、③ＦＤ＊

／ＳＤ＊合同研修会を年１回、それぞれ開催した。 

①平成28年度の「教育・研究コロキウム＊」は、これまでのコロキウム＊であまり活発な意見

交換がみられなかったことから、テーマを設定し複数の登壇者によるシンポジウム形式とし

て実施した。各テーマと成果は以下のとおりである。 

【テーマ】第１回：看護ケアにおける家族をめぐる研究課題 

     第２回：アクティブ・ラーニング 

     第３回：人文学からの医療へのアプローチ 

【成果】アンケート調査によると各回とも「有意義だった」「まあまあ有意義だった」の回答

が 100％（平成 27年度 98.7％）であり、また平均参加者数も 30名（平成 27年度 20.5名）

となり、有意義な研修機会が提供できたと評価している。 

②「ＦＤ＊研修会」では、平成 29 年度から運用するカリキュラムとともに改正するディプロ

マ・ポリシー＊とカリキュラム・ポリシー＊について、その理解を深めることを目的として本

学教務委員長の講演とグループ・ワークを実施した。アンケート調査の回答では「有意義だ

った」「まあまあ有意義だった」をあわせて94％であり、３大ポリシーの改正について教員間

で理解することができ、また、新カリキュラムの運用に際し、ディプロマ・ポリシー＊に整合

させた科目到達目標の具体的設定や、到達目標評価のためのルーブリック＊導入などの課題が

あることを確認することができた。 

③ＦＤ＊／ＳＤ＊合同研修会として学外講師による「コーチング＊研修」を平成 27年度に引き

続き開催し（34名参加）、教育方法及び教職員間の連携方法改善の参考にすることができた。 

 

研究・教育コロキウムの方法を工夫し、参加者が
増加したこと等は評価される。 
カリキュラムを大きく変えていく中で、教育方法

の工夫も多く求められるところであるが、その辺り
の研修は十分であったか、また、FD研修会につい
ては、毎回参加者に偏りがないか、全教員に対する
FDになっているかに留意し、更なるFDの位置づけ
の強化と内容の充実を期待したい。 
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21302 ＜生活支援＞ 

充実した学生生活を送れるよう、

学生アンケートにより学生のニー

ズを把握するとともに、各種相談制

度の担当者と教員との連携を強化

する。     

 

 「大学生活に関するアンケート」の結果では、「本学の学生支援制度」及び「学生生活全体」

について“満足している”と回答した学生は、それぞれ90.0％、88.4％（平成27年度：91.6％、

86.2％）であり、数値目標を達成できた。また、「学内の施設・整備等」に関して“満足して

いる”と回答した学生は、78.7％（平成27年度：79.2％）であった。 

なお、アンケートの「大学に対する要望」欄には、通学バスの便数増加、生協の営業時間

の延長、食品の自動販売機の増設、21時以降の学習環境の整備等について多くの記述がある

ことから、今後もこれらの項目について、継続して検討していくことが必要であるとの結論

に達した。 

 各種相談制度に関しては、４月のオリエンテーション及びガイダンスにおいて、従来の文

書資料に加えて、担当者の顔写真や相談場所についてスライド資料を用いて具体的に説明し

た。また、保健室の担当者は、学校医やカウンセラーとの連携を強化するとともに、必要時

にはチューター＊に積極的に情報の提供を行った。 

これらの取組の結果、「大学生活に関するアンケート」結果では、相談制度に関して“知っ

ている”と回答した割合は、平成27年度との比較において、「学校医による相談制度：41.0％

→45.1％、カウンセリング：58.4％→68.3％、保健室での何でも相談：63.6％→72.3％、女

性のからだ相談：17.2％→29.9％」と全てにおいて上昇し、学生への周知が順調に進んでい

ることがわかった。 

「大学生活に関するアンケート」の結果で、「本
学の学生支援制度」について数値目標を達成できた
ことは、前年度同様高く評価される。また、「大学
への要望」欄の内容について、継続検討の必要があ
ると結論付けているが、アンケート結果の学生への
公表と要望に対する回答について学生に伝えてい
く必要がある。 
学生のボランティア活動に関する意識の醸成に

は、教職員のボランティア活動に対する意識など、
大学全体の意識の高まりが大きく影響するものと
思われる。 
なお、「ボランティア活動共有会」を開催して学

生の意見を聞き、新入生オリエンテーションに繋げ
ていったことは評価できるが、支援する教職員側の
意識を高めていくことも併せて考えていく必要が
ある。公立大学協会が東日本大震災が発生した
2011年以来、全国的に秋期学長会議で実施してい
るボランティア活動の学生交流会についても、注意
を払っていただきたい。 

引き続き、学生の公益的活動に関

する意識を醸成し、積極的な参画に

つながるよう支援を行う。 

学生のボランティア活動に関する意識を醸成するため、新入生オリエンテーション及び在

学生ガイダンス時に、平成27年度に撮影した卒業生のボランティア経験に関する発表ビデオ

を映写した。 

学生のボランティア活動への参加促進のためには教職員の支援が重要であるとの平成 27

年度学生アンケート結果を踏まえ、教員が学生と一緒にボランティア活動に参加する機会を

増やすことを心掛けた。 

学生がボランティアに参加するに際してどのような支援が必要かを明らかにするため、２

年生や３年生でボランティア活動に参加した学生にボランティア経験について語ってもらう

「ボランティア活動共有会」を開催して（開催日：11月７日（月）、出席学生：８名）、教職

員による支援の方策を明らかにする材料とするとともに、平成29年度以降の新入生オリエン

テーション及び在学生ガイダンス時に活用するために、共有会での発表をビデオ収録した。 

学生の保護者等で組織する大学後援会と連携し、ボランティア活動に係る交通費を助成（平

成28年度：申請者14名、32,400円）するなどの支援を行った。 
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21303 ＜就職支援＞ 

学生自身が卒業後の職業生活設

計を描けるよう、教員による個別相

談を中心とした助言・指導を行うと

ともに、県内就職率を高めるため県

内の医療機関等に関する情報を積

極的に提供していく。 

 「就職説明会」を５月に開催し、県内 29施設に加え、平成 28年度は新たに県・市町の保

健師関係者の協力も得た。例年は４年生のみを対象としていたが、平成28年度は早い段階か

ら就職に関して意識が持てることを目指し、３年生も参加できるよう時間割を調整した。積

極的に参加を呼び掛けた結果、４年生 113名、３年生 101名（平成 27年度：４年生 73名）

の参加を得ることができた。終了後のアンケートでは、“参加して良かった”が、４年生90.3％、

３年生96.6％であり、高い評価が得られた。 

就職説明会と同時開催した「ようこそ先輩」では、看護師・保健師・助産師としての経験

が２～４年目となる卒業生４名と、臨床での経験を積んだ後に再び母校で学んでいる大学院

生１名を招き、就職先の選定方法、看護職としてのやりがい等について、体験を通した話を

聞ける機会を設けた。１年生１名、２年生１名、３年生66名、４年生33名が参加した。 

 

 また「就職関係講習会」は、４年生向けは５月、３年生向けは３月に開催した。平成27年

度のアンケート結果から学生ニーズを把握した上で、履歴書の書き方や面接時の自己ＰＲの

仕方など内容を一部修正し、３月と５月の内容は連動させた構成とした。 

・５月開催 

 ４年生 55名、３年生９名（平成 27年度４年生 59名、３年生 13名）であった。終了後の

アンケートでは、97.7％（平成27年度：95.9％）の学生が“就職活動に役に立つ”と回答し

ており、平成29年度も継続することを確認した。 

・３月開催 

 ３年生 93名（平成 27年度３年生 65名）であった。終了後のアンケートでは、100％（平

成27年度：98.2％）の学生が“よく理解できた”“理解できた”と回答しており、平成29年

度も継続することを確認した。 

 

さらに、地域推薦入試A・Bによる入学予定者30名とその保護者を対象に、「三重の保健医

療を支える未来の看護職者育成プログラム交流会」を12月に開催した。交流会では、入学後

の学修の質向上を目的とした入学準備教育等の説明や、看護職者としての将来像のイメージ

形成を目的とした話に加え、将来の就職先選択の参考としてもらうため、県内の医療機関に

よる自院紹介や個別相談が行われた。 

 

 教員への個別就職相談は274件（平成27年度：249件）であり、教員による支援を利用す

る学生は増加している。 

 

「就職説明会」については、平成28年度から新た

に県・市町の保健師関係者の協力を得たり、4年生

だけでなく3年生の参加を呼びかけるなど、さまざ

まな改善をした結果、参加者が増加し、アンケート

においても高い評価が得られたことは、非常な前進

であった。  

また、その他の取組についても、継続して実施さ

れたことは評価される。 

しかし、なお、県内就職率向上のために、大学
が場の提供に終わるのではなく、特に県内の病院の
アピールの仕方については、病院側と事前に情報交
換をするなど、充実した内容の提供ができるように
工夫をしていただくとともに、どんな分野でどんな
人材が必要とされているかなどの分析も行ってい
ただきたい。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

委員会
評価 

評価委員会の判断理由 

④周産期における母子・家族支援のための臨床助産師の看護実践能力育成（中堅

研修：延べ42名参加、指導者研修：延べ19名参加） 

⑤認知症ケア看護師養成研修（６日間、83名参加） 

⑥看護教員継続研修（シンポジウム：90名、継続研修：21名参加） 

 

 県内の医療機関からの要請を受け、平成29年度からの認定看護師教育課程（認

知症看護）の開設に向けて準備を進め、平成28年度は入学試験を実施した。 

 医療機関との関係強化を図るために、学生の実習を受け入れている県内の主な

医療機関と連携協力協定を締結しており、現在８病院となっている。さらに、１

病院との連携協力協定に向け準備を進めた。 

 本学の知的財産（心肺蘇生用足趾支持台）については、平成27年に特許申請

を行い、現在県内企業と連携し試作品を製作している。試作品は第２号まで完成

し、現在、試作品の効果などを検証している。 

 

23103 ＜地域住民等との交流の推

進＞ 

県民に看護や医療、健康

などに関心を持ってもらう

ため、教員各自の専門分野

を活かした出前講座やその

他の講師派遣を行うととも

に、本学主催の公開講座を

実施する。 

教員各自の専門分野を活かし各地域に出向く出前授業を57件、公開講座講師

派遣を10件実施し、計2,400人の県民が参加した。参加者の満足度は平均99％

と高く、依頼者のニーズに応えるとともに、教員各自の研究教育等の成果を地域

に還元することができたと考えられる。なお、例年、特定のテーマに要望が集中

することから、原則、テーマ毎の実施件数の上限を３件とするなど、地域貢献と

教員負担のバランスを取りながら事業を運営した。 

また、本学主催で公開講座を以下のとおり３回開催し、遠隔配信先も含めて延

べ903人の参加を得た。参加者の満足度は平均95.9％であった。 

 

①第1回 平成28年6月25日（土）  

「看護のものづくりと人間工学」  

参加者数：452人 

※一般社団法人日本人間工学会共催 

②第2回 平成28年10月29日（土） 

「スポーツドクターから伝えたい女性のからだの基礎知識」 

参加者：219人 

※三重県、みえ女性スポーツ指導者の会共催 

③第3回 平成29年1月28日（土） 

「人間らしさ喪失の世紀～超高齢化・ＩＴ化・認知症の波～」 

Ⅳ Ⅳ 本学が各地域に出向いて実施する教員の専門分

野を活かした 10件の出前授業は、2,400人に達す

る多くの県民の参加を得、参加者の満足度が高か

ったことは、注目される。 

地域住民との交流推進のための教員提案事業が

5件に達したこと、三重県総合文化センターで開催

された「フレンテ祭り」に沢山の県民が参加し、

健康相談を有効に実施したことも高く評価され

る。 

附属看護博物館の年間 316 組の来館者を得たこ

とは高く評価されるが、認知度が低下しているよ

うに思われるため、今後は広報の仕方に工夫が必

要である。 

今後も地域住民の要望に応えられるよう出来る

限りの地域貢献を行い、バランスの取れた事業運

営が期待される。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

委員会
評価 

評価委員会の判断理由 

参加者：232名 

※ＮＨＫ津放送局、ＮＨＫ厚生文化事業団中部支局共催 

 

地域住民との交流を推進する教員提案事業を5件実施し、延べ325人の参加が

得られた。いずれの事業も概ね好評であった。 

平成28年度も引き続き三重県総合文化センターで開催された「フレンテ祭り」

に参加し、約300人の健康チェックや健康相談を実施し、県民の健康状態の把握

や健康意識の向上に寄与することができた。 

附属看護博物館は、第３期展示「免状と写真で綴る看護職者の歴史」を継続し、

年間316組の来館があった。また、昭和初期の卒業アルバムや当時の教科書等を

活用した第４期展示に向け準備を行った。 

 

23104 ＜卒業生への継続的教育＞ 

リカレント教育や再就職

支援など卒業生のニーズに

応じた支援を行うため、平

成２７年度に実施した卒業

生調査の分析を進めるとと

もに、今後の地域交流セン

ター事業に活用する。 

 平成27年度に実施した卒業生全員を対象とした「卒業生就労状況調査」の結

果を分析したところ、就職先を選んだ理由、復職の希望や復職にあたっての課題

などが明らかにできた。今後は、復職・キャリア形成などニーズにあった支援や

卒業生が大学にいつでも相談できる窓口の検討など、卒業生とのさらなる連携を

強化するため、同窓会と一緒になって検討を進めることとした。 

また、新人助産師研修や認知症ケア研修など卒業生を含む看護師の実践能力向

上に引き続き取り組むとともに、卒業生の離職防止を図るため、卒業生同士が、

仕事上の悩みなどを相談、共有できるよう「卒業生きずなネットワーク事業」を

開催した。「卒業生きずなネットワーク事業」は５月と３月に実施し、延べ84

名の卒業生が参加した。 

 

Ⅳ Ⅳ 卒業生の離職防止を図るため、卒業生への継続

的教育、連携の強化を図ったことは評価される。 

また、卒業生就労状況調査を分析して卒業生へ

の支援に活用していることは評価されるが、在学

生のキャリアデザインや就職指導、学習指導など

にも活用していただくなど、今後の有効活用が望

まれる。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

委員会
評価 

評価委員会の判断理由 

31102 ＜戦略的な法人運営の確立＞ 

文部科学省や一般社団法人

公立大学協会が主催する会議

等に積極的に参加し、国や他大

学の動向などの情報収集に努

め法人運営に活用する。 

 本学の法人運営等に活用するために、文部科学省や公立大学協会等が主催する

会議等に副理事長をはじめとする役員や教職員が参加し、国や他大学の動向等に

ついて情報収集に努め、例えば、経済的に特に厳しい学生に対する支援のための

基金の設置を決定するなど施策に反映した。 

文部科学省が発表した「高大接続改革実行プラン」に対して、公立大学として

のあり方を検討するために公立大学協会が設置したワーキンググループに本学

の理事が引き続き参画して情報収集を行ったことにより、平成28年度新たに、

保護者と高校教員のための看護職キャリアデザインサポート講座に取り組んだ。

この講座は、進路決定時のミスリードを防止するため、保護者及び高校教員の看

護職に対する理解を深め、看護系大学を目指す高校生本人の適性や志望に沿った

進路指導のサポートに役立てられるよう、看護職や保健医療を取り巻く現状等に

ついて説明するものである。 

また、入試改革や大学教育のあり方を含めた高大接続に関する見直しに的確に

対応できるよう事務局の組織体制を見直した。具体には、平成28年度までは、

学生募集などの高大連携業務と入試事務を別々の課で行っていたことから、細か

な連携が取りづらいという課題があったが、平成29年度からこれらの業務を同

じ課（教務学生課）で遂行することにより、入試改革や大学教育のあり方につい

て、より連携しながら業務を行うことができる体制とした。 

（関連項目：33101） 

 

【主な会議等への参加状況】 

・公立大学協会定時総会…学長・事務局長参加 

・東海北陸地区協議会（文部科学省共催）…事務局長参加 

・国立大学振興議員連盟（公立大学特別委員会） …事務局長参加（２回） 

・学長会議…３回（２回は学生部長（学長職務代理者）が参加） 

・事務局長等連絡協議会…事務局長参加 

・公立大学創生フォーラム …事務局長参加 

・日本看護系大学協議会社員総会 … 学長・学生部長参加  

・高大接続ワーキンググループ … 企画情報担当理事参加 

・公立大学基礎・ＦＤ＊ＳＤ＊研修…２名参加 

・公立大学職員研修協議会…１名参加 

・地域連携協議会…１名参加 

Ⅳ Ⅳ 平成28年度は当該年度の大学教育をめぐる

新たな政策の導入、平成30年度を見通す文部

科学省の新たな「高大接続改革実行プラン」の

検討が急速に進んだ重要な時期であったが、経

済的に特に厳しい学生に対する支援のための

基金の設置を決定するなどの施策を的確に行

ったこと、また、公立大学としてのあり方を検

討するために公立大学協会が設置したワーキ

ンググループに本学の理事が引き続き参画し

て情報収集を行ったことはいずれも高く評価

される。 

また、入試改革や大学教育のあり方を含めた

高大接続の見直しに的確に対応できるよう事

務局の組織体制を見直したことは、前向きな姿

勢として評価されるが、組織体制の見直しにつ

いては、組織上の混乱が起きないよう、高大接

続に見合った組織体制か否かの検証も今後お

願いしたい。※ コメント [m1]: 以前の文章ですと、組織体制

について評価しているにもかかわらず、一方

で今後混乱が起きないよう検証するように、

という表現になっておりましたので、少し表

現を改めました。大変申し訳ありません。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

委員会
評価 

評価委員会の判断理由 

研修制度について継続的に見

直しを図る。 

 

している「三重県職員等の海外派遣研修」（英国ロイヤルフリーホスピタル等で

の１週間の研修）に周産期看護分野の教員１名を派遣し、教員の資質向上に努め

た。また、公立大学協会等の研修会の内容については全教職員が出席する会議に

おいてフィードバックを行った。 

 教員活動評価・支援制度の結果による「サバティカル・リーヴ＊」又は「大学

院博士課程（後期課程）進学」の研修候補者が平成26年度、27年度と辞退して

いる現状を踏まえ、制度が活用されるよう制度運用を見直した結果、職位別の３

グループ（「教授」、「准教授・講師」、「助教・助手」）とも研修候補者が選

ばれ、プレゼンテーションの結果、「大学院博士課程進学」者が決まった。 

【制度運用の見直し内容】 

・第１位である研修候補者が辞退した場合でも順次、第３位の者まで繰り上げる

ことができることとしたこと。 

・代替教員が確保できない状況で研修に送り出した場合に教育負担（授業等）が

生じた教員については教員活動評価結果に反映できることとしたこと。 

・300万円の研修経費で代替教員の人件費を負担することとなっているが、授業

時間数の多い教員の金銭的負担の軽減として、積算上50万円となっている代替

教員人件費を超える部分については、原則、大学負担としたこと。 

・準備期間について、実質最長２年間であるが、１年間延長して、３年間とした

こと。 

 

 「教員活動評価・支援制度」と「勤勉手当の傾斜配分を行うための評価制度」

の２つの人事評価制度について、その関係性を整理するため、制度のできた経緯

や現状の問題点などを明らかにすることに着手した。 

 平成29年度から取組が必須となる大学職員の資質能力の向上（スタッフ・デ

ィベロップメント：ＳＤ＊研修）の推進については、平成29年６月に公立大学協

会の講師による研修、及び平成30年３月にＦＤ＊委員会との共催による研修を計

画した。ＦＤ＊活動については、（関連項目：21201、21202） 

 

される。ただ、教員数不足と授業実施の困難を

考慮するあまり、制度そのものがあまりにも窮

屈になっているため、海外・国内の長期派遣と

も、もっと自由な条件で認めるべきであり、根

本的な改革が必要である。 

今後も研修制度については、継続的に見直し

を図っていただきたい。 

32202 ＜事務職員の育成と能力向上

＞ 

 育成支援のための評価制度

 事務職員については、平成23年度から導入された「三重立看護大学事務局育

成支援のための評価制度」を適切に運用した。評価は、「職務遂行」、「チーム

ワーク」、「能力」、「意欲」の４領域で実施した。また、期首面談（５月）、

Ⅲ Ⅲ 「三重立看護大学事務局育成支援のための評

価制度」の着実な運営は評価される。 

 また、様々な研修に参加していることは評価
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

委員会
評価 

評価委員会の判断理由 

・事務職員満足度アンケート調査結果については、100 点満点で、平成 28 年度

は64.5点と平成27年度に比べて4.2点下がった。下がった項目の「みんなが協

力し合う雰囲気」（3.7点→2.9点）、「仕事の配分の公平さ」（3.6点→2.9点）、

「必要な情報が確実に伝えられている」（3.4 点→3.0 点）については改善して

いく。 

 

また、教員満足度向上に向けた取組は、年度初めに方針を定め、できることか

ら取り組むこととした。教員満足度アンケートにおいて、満足度が低い「職員の

配置状況」、「大学経営の環境」、「研究環境」については、教員数が充足して

いない状況が大きく影響していると考えられる。このため、引き続き教員の確保

や教員負担の軽減を図るとともに、全教員参加の会議において、委員会等の効率

的な会議運営による会議時間の縮減や各領域長のマネジメントによる研究時間

の確保など時間的な余裕を確保することを促した。「ハラスメント」については、

大学として絶対に認められないことを全教員参加の会議において徹底した。 

さらに、教員の負担軽減策として、地域推薦のＡＢ試験の同一日での実施、大

学院入試業務の最低人員での実施、休日や時間外における地域交流センター事業

の出前講座を原則受け入れないことなどの取組を行った。平成28年12月から、

労働法規上の深夜時間帯である午後 10 時になると各教職員のパソコンにチャイ

ムとメッセージを流し、健康管理への意識づけを行った。 

28年から労働安全衛生法により義務化されたストレスチェック＊については、

要項を整備するとともに、本学では「こころの定期検診」と名付け、検診を実施

した。組織全体の総合健康リスクは全国水準より低い結果であった。また、法律

等の改正に伴い、介護休暇の分割取得、介護時間の新設、育児休業等の子の範囲

の拡大、特別休暇の対象となる範囲の子の拡大等について法人規程を整備した。 

 

〔補足資料：公立大学法人三重県立看護大学こころの定期健診実施要項〕 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

委員会
評価 

評価委員会の判断理由 

41102 ＜外部資金の獲得＞ 

教員が競争的資金を積極的

に獲得できるよう、科学研究

費補助金や民間団体等が行っ

ている研究者向け助成金の情

報及び「科学研究費補助金等

支援システム」について、学

内ホームページやメール等に

より周知を図る。 

 

全国での科研費補助金新規採択率は、平成 28 年度大学平均 26.4％（公立大学

25.8％）で、本学（30.8％）は全国採択率を上回った。 

その他、企業から共同研究１件、1,080千円、受託研究１件、324千円を獲得し

た。 

 

①平成28年度外部研究資金申請率 

100.0％（平成 27 年度：96.4％）※申請時点での退職予定者、年度途中採用

者を除く 

②平成28年度外部研究資金獲得（採択）件数 

24件（平成27年度：27件） 

③平成28年度外部研究資金獲得（採択）金額 

 16,050千円（平成27年度：22,222千円） 

 

【参考：申請・獲得（採択）の内訳】 

（文部科学省科研費） 

 申請件数 採択件数 獲得金額（千円） 採択率（％） 

新規申請 26 8 9,200 30.8 

継続申請 16 16 6,850 100.0 

計 42 24 16,050 57.1 

 

（若手研究（全体件数の内数）） 

 申請件数 採択件数 獲得金額（千円） 採択率（％） 

新規申請 10 5 4,600 50.0 

継続申請 3 3 1,200 100.0 

計 13 8 5,800 61.5 

 

（スタート支援研究（全体件数の内数）） 

 申請件数 採択件数 獲得金額（千円） 採択率（％） 

新規申請 2 0 0 0 

継続申請 2 2 1,300 100.0 

計 4 2 1,300 50.0 

 

 

Ⅳ Ⅳ 科研費補助金新規採択率が全国採択率を上

回り、また外部研究資金申請率が100％を達

成したこと等は高く評価できる。ただ、獲得

件数、獲得金額ともに前年比減少しているた

め、今後も事務局の外部資金に関する情報提

供と支援、そして教員の申請が一体となって

進んでいくことを期待する。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

委員会
評価 

評価委員会の判断理由 

・電話交換機の更新 

・外壁タイル修繕工事 

・冷温水発生機点検整備 

43102 ＜資産の有効活用＞ 

教育、研究活動に支障がな

い範囲で、体育館、テニスコ

ート等の本学施設を適切な料

金により貸し出しを行う。 

本学の教育・研究に支障がない範囲で、近隣の中学校や高等学校のクラブ活動、

地元のスポーツ少年団、福祉団体等に体育館やテニスコート、グランド、講義室等

を貸し出した。貸出にあたっては、「公立大学法人三重県立看護大学の施設の貸付

けに関する規程」により、地方公共団体や県内の小中学校等に貸し出す場合は使用

料を２分の１に減額している。 

 

Ⅲ Ⅲ 地域のためにも、地方公共団体や県内の小
中学校等に貸し出す場合は使用料を２分の１
に減額していることは評価される。 
 本学の教員から大学に譲渡された発明（心
肺蘇生用足趾支持台）については、平成２７
年７月に本学初の特許出願を行ったことも、
追加特許出願とともに高く評価されるが、１
件にとどまっているため、引き続き企業や行
政との連携を密にして、継続、発展させてい
っていただきたい。 

 本学が保有する知的財産に

ついては、実用化に向けた開

発を進めつつ、新たな特許出

願につなげられるよう本学教

員が持つシーズの把握に努め

る。 

本学の教員から大学に譲渡された発明（心肺蘇生用足趾支持台）については、平

成27年７月に本学初の特許出願を行った。その後、県内企業と連携し試作開発を

行ったところ、当初の特許出願内容では不十分な項目が新たに見つかったため、平

成28年6月に国内優先制度を活用して追加で特許出願を行った。試作については

現在第２号を開発し、その効果などを検証している。 

また、試作開発を担っている企業が、行政から補助金が得られたため、大学へも

受託研究として約300千円の研究費が交付された。 
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番号 年度計画 実施状況等 
法人 
評価 

委員会
評価 

評価委員会の判断理由 

52102 ＜個人情報の保護＞ 

教職員・学生に対して、個

人情報保護の重要性について

周知するとともに、特定個人

情報をはじめ大学が保有する

個人情報の管理を徹底する。 

 

マイナンバー（個人番号）については、取り扱いマニュアルを整備し、マニュア

ルに沿った取扱いを徹底しており、決められた場所に厳重に保管・管理している。 

平成27年度に引き続き、三重県個人情報保護条例第６条に規定する「個人情報

取扱事務登録簿」をホームページに公表している。 

 

 教務学生課職員が取り扱う学生の成績情報等を保有する「教務システム」につい

ては、引き続き、特定の部屋で特定の職員が取り扱うことを徹底した。 

 学生が実習等において知り得た個人情報が漏えいすることがないように、個人情

報保護の教育を徹底させるとともに、個人情報保護に関する誓約書を提出させた。 

 平成27年度に引き続き、卒業時に実習先で使用した「実習記録」の提出を求め、

溶解処理を行った。 

 学生のＳＮＳ等による情報発信、インターネットによる犯罪、セキュリティにつ

いては、学内の情報センターがオリエンテーション、ガイダンス時に十分な時間を

かけて教育を行った。 

Ⅲ Ⅲ 順調に経過していることを評価する。 
実習記録や実習場で知り得た情報の扱い、さ
らに情報の保管（USB）の扱い、SNSについて
など、細かな指導を丁寧に何回も行っていく
必要性がある。 
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〇用語説明 

 

アドミッション・ポリシー 
入学者の受入方針。各大学・学部等が、その教育理念や特色等を踏まえ、どのような教育活動を行い、また、どのような能力や適正等を有する学生を求めているのかなど

の考え方をまとめたもの。入学者の選抜方法や入試問題の出題内容等にはこの方針が反映される。 
 
オープンキャンパス 

本学を志望する高校生、高等学校教員、保護者に入試説明、大学案内、卒業生のメッセージ、個別相談等を実施する。 
 
学生相談制度 

教員が研究室に在室時は、学生が教員の誰とでも面談・相談ができる制度。学業に関することはもちろん、学生生活や進路についての相談などを行うことができる。 

 

学内推薦入試 

本学大学院への進学を目指す本学学部 4年次の学生を対象に行う推薦入試。 

 

カリキュラム・ポリシー 

教育課程編成・実施の方針。ディプロマ・ポリシーの達成のために、どのような教育課程を編成し、どのような教育内容・方法を実施し、学習成果をどのように評価する

のかを定める基本的な方針。 
 
環境マネジメントシステム 

高等教育機関である本学の特性にあわせ、環境負荷を低減させる「省資源・省エネルギーの推進」、「物品購入の際のグリーン購入」、「使用済み OA紙などの資源化」、

「廃棄物の減量化」などの環境保全活動への取組。 
 
高校生のための看護職キャリアデザイン講座 

 ステップ 1（出前授業）：看護職に興味をもつ高校生を対象に、看護職者への関心・理解を促進するため、本学教員が高校へ赴き看護職についての基礎知識の講義を行う。 

ステップ 2（一日みかんだい生）：看護系大学への進学を考えている高校生を対象に、看護職者からの講義やワークショップ等を通じて、看護職をめざすことを具体的にイ 

メージし、自身の適性を考える機会とする。 
 
コーチング 

 信頼関係をつくることを大切にしたコミュニケーション技術で、クアイアントが答えを見つけられるようサポートすること。 

 

コロキウム（colloquium） 

専門家などの会合や学会のこと。学術的セミナー。非公式討論会。 
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サバティカル・リーヴ 

一般的には、研究のために与えられる長期の休暇のこと。本学では、「教員活動評価・支援制度」において優秀とされた教員を、長期の研修に派遣できる制度を設けてい

る。 
 
シラバス 

科目について、事前に立てられた講義内容や学習計画等を記したもの。 

 

ストレスチェック制度 

 定期的に労働者のストレスの状況について検査を行い、本人にその結果を通知して自らのストレスの状況について気付きを促し、個人のメンタルヘルス不調のリスクを低

減させるとともに、検査結果を集団的に分析し、職場環境の改善につなげる取組のこと。平成 27年 12月に施行され、労働者数 50人以上の事業場において義務化されてい

る。 
 
大学教育再生加速プログラム 

国として進めるべき大学教育改革を一層推進するため、教育再生実行会議等で示された新たな方向性に合致した先進的な取組を実施する大学を文部科学省が支援する事業。本学は、

平成26年度にテーマⅢ「高大接続」で採択された。 

 
チューター制度 

個人指導教官（教員）。本学では、各指導教員を「チューター」として配属し、本学で学ぶ学生の生活・教育・研究について、個別に指導・助言を行っている。 

 

ディプロ・マポリシー  

 学位授与方針。各大学、学部・学科等の教育理念に基づき、どのような力を身に付けた者に卒業を認定し、学位を授与するのかを定める基本的な方針であり、学生の学修

成果の目標となるもの。 

 

テキストマイニング 

 通常の文章からなるデータを単語や文節で区切り、それらの出現の頻度や共出現の相関、出現傾向、時系列などを解析することで有用な情報を取り出す、テキストデータ

の分析方法のこと。 

 

三重県立看護大学学術機関リポジトリ 

大学とその構成員が創造したデジタル資料の管理や発信を行うために、大学がそのコミュニティの構成員に提供する一連のサービスをいう。本学では国立情報学研究所

（NII）が提供する「学術機関リポジトリ構築連携支援事業」に参加し、Web上で修士論文や紀要を公開している。 
 
  インタビュー 

未来面談 
 大学での学びや、社会人として働くことについて、日ごろ高校生が抱える不安や悩みを本学教職員に話すことで、自ら考える機会を提供するもの。相手に自分の思いを伝
えることで気持ちの整理ができ、自分自身を見つめ直すきっかけとする。 
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ルーブリック 
 米国で開発された学修評価の基準の作成方法であり、評価水準である「尺度」と、尺度を満たした場合の「特徴の記述」で構成される。記述により達成水準等が明確化さ
れることにより、他の手段では困難な、パフォーマンス等の定性的な評価に向くとされ、評価者・被評価者の認識の共有、複数の評価者による評価の標準化等のメリットが
ある。（中央教育審議会「新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える力を育成するために～」答申（平成 24年 3月）（用語集）
より） 
 
ＣＮＳコース 

専門看護分野における看護師のスペシャリストとして機能することができるように、卓越した実践能力の開発をめざす専門看護師（Certified Nurse Specialist）を養成

するための教育課程で、日本看護系大学協議会より認定されている。本学では母性看護学及び精神看護学の専門看護師教育課程をもつ。 
 
ＦＤ（Faculty Development） 

大学教員の教育能力を高めるための実践的方法のことであり、大学の授業改革のための組織的な取組方法を指す。 
 
ＧＰＡ（Grade Point Average） 
授業科目の成績評価に応じて GP（Grade Point）（0～4点）を付与し、各授業科目の GPに各授業科目の単位数を乗じたものの合計を履修した授業科目の単位数の合計で除

して算出したもの。本学では学期 GPA、累計 GPAを成績通知書に表記している。 
 

ＩＣＲ臨床研究入門 

「臨床研究教育プログラムの作成と普及」を目的として、インターネットを介した教育プログラムの提供、臨床研究に関する最新情報や役立つ情報の提供、及び臨床研究

に携わる人々への情報交換の場の提供を目指す研修プログラムのこと。 

 

ＳＣＵ（Staging Care Unit：広域搬送拠点臨時医療施設） 

 患者の症状の安定化を図り、搬送のためのトリアージを実施するための臨時の医療施設として、必要に応じて被災地及び被災地外の広域搬送拠点に設定されるもの。本学

は、災害時に SCUの設置場所である三重大学グラウンドが津波浸水等により使用できない場合の代替地となっている。 

 

ＳＤ（Staff Development） 

事務職や技術職などの大学職員を対象とした、管理運営や教育・研究支援までを含めた資質向上のための組織的な取組を指す。 

 


